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衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
米
国
食
品
医
薬
品
局
が
ト
ラ
ン
ス
脂
肪
酸
の
使
用
を
全
廃
す
る
方
針
を
出
し
た
こ
と
に
関
す

る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
米
国
食
品
医
薬
品
局
が
ト
ラ
ン
ス
脂
肪
酸
の
使
用
を
全
廃
す
る
方
針
を
出
し
た
こ
と
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

食
品
に
よ
る
ト
ラ
ン
ス
脂
肪
酸
の
摂
取
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
に
食
品
安
全
委
員
会
が
取
り
ま
と
め
た
食
品

健
康
影
響
評
価
に
お
い
て
、
「
日
本
人
の
大
多
数
が
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
勧
告
（
目
標
）
基
準
で
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
比
一
％
未
満
で
あ

り
、
ま
た
、
健
康
へ
の
影
響
を
評
価
で
き
る
レ
ベ
ル
を
下
回
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
通
常
の
食
生
活
で
は
健
康
へ
の
影
響
は

小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
ト
ラ
ン
ス
脂
肪
酸
を
含
む
食
品
の
販
売
等
を
禁
止
す
る
こ

と
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
考
え
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
食
品
表
示
基
準
（
平
成
二
十

七
年
内
閣
府
令
第
十
号
）
に
基
づ
く
栄
養
成
分
の
量
及
び
熱
量
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
に
お
け
る
表
示
の
必
要
性
、

事
業
者
に
お
け
る
表
示
の
実
行
可
能
性
及
び
国
際
整
合
性
の
三
点
全
て
を
満
た
す
も
の
に
つ
い
て
、
義
務
表
示
と
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
ト
ラ
ン
ス
脂
肪
酸
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
同
基
準
に
基
づ
く
義
務

一



表
示
と
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


